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当連盟主催大会運営における COVID-19 感染対策マニュアル 

 

作成 一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟 

 

＜はじめに＞ 

本マニュアルは一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟(以下当連盟)主催大会開催のた

めの新型コロナウイルス感染症(以下 COVID-19)対策について示したものである。なお、本マニュ

アルは「JBA バスケットボール活動再開に向けたガイドライン(手引き) 第 2 版 」に準拠した上で、

一部独自の対策・方針を提示しているが、その運用においては政府や各地方自治体および厚生

労働省・文部科学省・国立感染症研究所の最新の方針・情報を前提に、またスポーツ庁・日本スポ

ーツ協会・日本スポーツ振興センター・日本オリンピック協会・大学スポーツ協会および各大学・各

会場体育館の指針に従うものとする。 

 

＜総論＞ 

① 政府段階的ステップの遵守 

下記に UNIVAS 作成のスポーツ活動の段階的再開計画例を示すが、大会開催はフェーズ 5

に移行している場合である。 
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なお、参考までに 2020 年 6 月 26 日現在の政府によるイベント開催制限の段階的緩和方針 

を以下に提示する(UNIVAS 資料より抜粋)。 

 

② COVID-19 について 

1) 原因 

コロナウイルスの一種である SARS-CoV-2 による感染症を COVID-19 と呼ぶ。 

なお SARS-CoV-2 が細胞膜上に発現している ACE2 受容体に結合し細胞内に侵入する

ことで感染が成立する。 

 

2) 感染経路 

飛沫感染: 咳やくしゃみなどで飛散した飛沫が目・鼻・口から侵入する。 

接触感染: 物や身体などを媒介して、最終的に目・鼻・口から侵入する。 

 

*エアロゾル感染について: 飛散物が飛沫よりも細かい粒子であるエアロゾルは 3 時間程

度空気中に浮遊するとされ、その吸入による感染をエアロゾル感染と呼び、空気感染とは

明確に異なる。なおエアロゾルの発生は、医療現場での限定的状況においてのみである。 

*便・嘔吐物について: 本ウイルスは便への排出が確認されており 1)、消化管内にも存在

していると考えられることから、便や嘔吐物の扱いに留意すること。 
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3) 潜伏期と感染可能期間 

潜伏期は 1-14 日で、曝露後 5 日程度で発症することが多い。また、感染可能期間は軽

症例では発症 2-3 日前～発症後 8 日目まで (中等症以上はそれ以降まで)とされる 2)。 

 

4) 臨床経過 

先述した感染経路であるため、鼻汁・咽頭痛・咳嗽・喀痰といった上気道・下気道症状や

発熱を来す。特に ACE2 受容体の発現量が多い肺の組織障害が強いため、呼吸器症状

が重篤化する。また眼球結膜充血や味覚・嗅覚障害、あるいは軟便・下痢を伴う場合など

もあるが、どれも他疾患と同様の症状であるため、必ずしも COVID-19 であるわけではな

い。簡単な問診票を例示する（参照）。 

感染者の 8 割は発症後数日～1 週間以内で改善するが、それ以外の感染者は発症 10

日前後で症状のピークを迎え入院を要する。全体の約 5%の患者が人工呼吸器などを要

する重症となり、2020 年 8 月 5 日時点での本邦における致死率は約 2.5%である。 

 

cf. 重症化リスク 

重症化のリスク因子 エビデンスに乏しいが要注意な因子 

65 歳以上 悪性腫瘍 

糖尿病 喫煙歴 

高血圧 妊婦 

肥満 生物学的製剤の使用 

慢性呼吸器疾患 

(気管支喘息・肺気腫など) 

HIV 感染症 

慢性腎臓病  

心血管疾患  

 

5) 受診の目安 (厚生労働省ホームページより抜粋し一部改変) 

少なくとも下記のいずれかに該当する場合、各都道府県帰国者・接触者相談センターに

相談する（地域によっては医師会や診療所で対応している場合あり）。 

なお、それ以外でも気になる症状がある場合や、所属しているコミュニティなどの状況によ

っては受診の目安は異なるので、不明な場合には適宜相談することが推奨される。 

 

1. 息苦しさ (呼吸困難)、強いだるさ (倦怠感)、高熱等の症状のいずれかがある場合 

2. 重症化リスクのある方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合 

3. 1,2 以外の方で発熱や咳など比較的軽い症状が続く場合 

(症状が 4 日以上持続する場合は必ず相談する) 
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(参考)  

・厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html 

 

・各都道府県帰国者・接触者相談センター 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 

 

6) 診断 

有症状者が PCR もしくは抗原検査で「陽性」の場合のみ、患者(確定例)となる。ただし、

検査で「陰性」だとしても、約 30%程度が実際は罹患しているにも関わらず検査が陰性とな

る「偽陰性」の場合があり、一般的には検査による陰性証明は出来ない（ただしビジネス目

的の海外渡航時に渡航先国より提出を求められる場合あり）。 

一方、無症状者で検査が「陽性」となった者の中には、実際は罹患していない「偽陽性」

が一定数存在するが、現行制度上は「真陽性」=無症状病原体保有者として患者(確定

例)と同様に下記 8)記載の対応となるため、安易なスクリーニング検査は推奨しない。 

また、抗体検査は精度も低いため、その実施を推奨しない。 

 

7) 治療 

対症療法が中心であり、呼吸状態が増悪した場合には人工呼吸器などの高度医療によ

るサポートが行われる。なお 2020 年 9 月 3 日現在、保険適応薬としてレムデシビルやデ

キサメタゾンが承認されているが、適応は限られる。 

 

8) 患者(確定例)および無症状病原体保有者への対応 

COVID-19は感染症法上「指定感染症」に該当するため、隔離を要する。原則的に「入院」

となるが、患者数増加のため、保健所の判断により一定の条件を満たす無症状もしくは軽

症患者に関しては、行政が用意した「ホテル」に隔離される場合や自宅隔離となる場合も

ある (2020 年 9 月 3 日現在)。 

 

9) 予防 

健常な大学生であれば重症化のリスクも低いが、彼らが媒介者となり感染拡大をした場合

に、自チームや相手チーム全体への感染拡大や、重症化リスクの高い者への感染を来し、

最終的に感染の爆発的拡大を来す恐れがある。 

このため現在判明している最も有効な COVID-19 感染対策は「予防」である。 

 

 

about:blank
about:blank
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③ 感染対策のポイント 

大きく分けて「個人の感染予防」と「感染者発生時の濃厚接触者の最少化」の二つとなる。 

なお国立感染症研究所感染症疫学センターが発表している濃厚接触者の定義は以下である

(新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 2020 年 5 月 29 日公表

より抜粋 https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本邦では無症状病原体保有者からの感染伝播の報告は多くなく、無症状期は主要な

感染可能期間ではないとする意見もあるが、現状は既出の通り、無症状病原体保有者は患者

（確定例）と同等の扱いとする。 

 

＊新型コロナ接触確認アプリ(COVID-19 Contact-Confirming Application: 以下 COCOA)に

よる「接触通知」について 

2020 年 9 月 4 日現在、厚生労働省からリリースされたアプリをダウンロードして利用する

「COCOA)」が全国運用されている。本アプリを登録した者同士が約 1m 以内に 15 分以上近接

した場合に、Bluetooth 機能によって自身のスマートフォンに 2 週間分のログが残る。その後、

相手が患者(確定例)もしくは無症状病原体保有者となり、陽性者登録をした際に、自身のスマ

ートフォン内にログが残っている場合に、「接触」通知がなされる。 

2020 年 8 月 21 日に厚生労働省からの通達として、COCOA で接触通知を受けた者は保健所

などを経由して「PCR 検査を受ける」ことになっているが、本人が濃厚接触者に当たるかどうか

は保健所の判断となる。(参照 https://www.mhlw.go.jp/content/000661724.pdf) 

 

このことからも、濃厚接触者にならないためには、各個人の「予防」が重要である。 

 

 

 

 

「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」(「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。) の感

染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。 

・患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者 

・適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者 

・患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 

・その他: 手で触れることのできる距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なし

で、「患者(確定例)」と 15 分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等

個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。 

about:blank
about:blank
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これらを踏まえて具体的対策方法を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 濃厚接触者への対応 

保健所から濃厚接触者と通達された場合には、14 日間の自宅待機・健康観察を要する。 

なお患者(確定例)の発症は「症状出現」をもって判断するが、無症状病原体保有者の発症は

「検査施行時」となる。また感染可能期間は前述の通りであるため、一般的には「発症 48 時間

前」まで遡り前述の基準に該当する者は濃厚接触者に該当する。 

なお保健所から指示される前に、行動記録、感染対策実施状況に関して情報収集し濃厚接

触者リストを作成しておくことが望ましい。 

・3 密(密閉・密集・密接)を避ける 

・ソーシャル(フィジカル)・ディスタンシングを保つ 

・手指衛生 

手洗いは以下のイラストを参考に、30 秒以上かけて行う 

アルコールを用いる場合は 70%以上の濃度を用いる 

・マスクの着用 (ユニバーサルマスクポリシー*) 

特に咳エチケットの徹底 

・周囲環境やモノの消毒 

特に接触感染対策として、動線が交差するところなどの消毒を考慮する 

アルコールを用いる場合は 70%以上の濃度を用いる 

  0.05%次亜塩素酸ナトリウムも使用可能であるが、希釈の際の換気に十分注意すること 

 

* 全ての者が病原体保有者であり、感染拡大防止のためにマスクを装着する考え方 3) 

(マスク単独での感染対策は不十分であることは留意すること) 
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厚生労働省ホームページより 

(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593494.pdf) 
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＜当連盟主催大会運営時における感染対策＞ 

段階的な練習再開において適切な感染対策を講じ、問題が発生していなければ、大会開催にお

いて有症状者はいないはずであるが、市中感染のリスクが常にあるため、自身が無症状病原体保

有者となる可能性は残念ながら 0 にはならない。このため感染対策においてはシステムやマニュア

ルの個人・チームの遵守が最重要となる。今一度、スタッフやチームメイト、対戦相手、および試合

運営に関わる全てのスタッフを守るために各人が意識をもって取り組んでほしい。 

以下に大会運営時における感染対策のポイントを場面毎に記載するが、設備・物品などの制約が

あり、全ての対策が講じることが困難である場合にも、最大限それに準ずるような対応を試み、それ

でも十分な対策が困難である場合には試合中止も検討する。 

なお、本マニュアルで提示する感染対策は感染拡大の確率を下げるためのものであり、「濃厚接

触者」の最終的な認定は、保健所が総合的に判断するものであることを留意いただきたい。 

 

① 大会開催判断と条件 

連盟内に設置した COVID-19 対策チームが以下の条件をもとに判断する 

1) 政府・各都道府県・各大学・各会場体育館の方針として大会(試合)開催が可能であること 

2) FIBA 作成の COVID-19 Basketball Risk Assessment and Mitigation Checklist 2.0 による

マスギャザリングイベント開催時における感染拡大リスクが low であること。 

3) 各選手が身体的に試合可能なコンディションであること 

＊なお大会開催中においては、市中蔓延状況や、陽性者および濃厚接触者の状況に応じ

COVID-19 対策チームが開催継続の判断を行う（図 1,図 2 参照）。 
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COVID-19 対策チーム: 会長、副会長、専務理事、総務委員長・副委員長、競技・医科学・広報・

渉外各委員長および学生委員から成り必要時参集するが、参加困難時は代理人を立てること。 

 

大会主幹連盟との関係性: 本連盟における COVID-19 対策チームが開催判断などを行うが、各

主幹連盟の大会運営マニュアルと大きな齟齬がなければ、当該連盟のマニュアルの使用を認める。 

ただし、異なる項目に関しては本連盟マニュアルに準ずる)。 

 

② 試合当日の流れに沿った感染対策 

全ての場面で共通することは以下である。 

・3 密およびタオルやドリンクボトルの共有を避け、可能な限りソーシャル・ディスタンスを保つ 

・手指衛生を徹底する 

・アップおよび試合中の一部を除き、全員マスク着用を徹底する 

・少しでも何らかの症状があれば無理をしない、させない 

 

1) 試合当日まで 

感染対策責任者を設置し、適切な感染対策を講じた上で、以下を行う。 

・個人：1.  2 週間以内の行動記録の保管(図 3 記載内容が確認できれば、他の方法でも可) 

➡ 必要時、濃厚接触者認定における判断材料となり得る 

2. 毎日の検温と自覚症状の確認 
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報告内容は最低でも以下①～⑤の事項を網羅していること。 

(図 4 や、ONE TAP SPORTS や他の方法でも可)  

  

① 体温 

② 倦怠感の有無 

③ 咳の有無 

④ 喉の違和感や痛み 

⑤ 味覚・嗅覚の異常 

➡ 各大学感染対策責任者へ毎日報告する (図 5 参照) 

 

・各大学: 集計方法に指定はないが、感染対策責任者が自大学所属選手及びスタッフの上

記内容について毎日確認する (集計に際し、チーム内に別途担当者の設置は可)。 

・試合前日 12 時までに感染対策責任者から COVID-19 対策チームへ、連盟指定フォーマッ

トによる体調報告シートを添付し Google Forms を用いて状況報告する (図 5 参照)。 

・体調不良者はチーム活動から離脱し、別メニューとする(受診の判断などは図 6 参照)。 

・運営スタッフ、審判、報道関係者、協賛企業関係者も同様の記録の保管と前日の報告を行う

が、審判は審判委員会・報道関係者は広報委員会・協賛企業関係者は渉外委員会で取りま

とめ、結果を Google Forms を用いて COVID-19 対策チームへ報告する(図 5 参照)。 

(観客、運営スタッフ、報道関係者、協賛企業関係者の入場人数制限は、その時点での情勢

に応じて COVID-19 対策チームで検討し決定する。) 

・連盟側は入場予定者全員の AD を発行しリスト化する。 

なお各大学は大会開催前にベンチ入り可能な 22 名以下 (当日ベンチ入り可能なスタッフ最

大 7 名、選手最大 15 名)の登録を行う。これに加えてコンディショニングスタッフ 4 名までの登

録を行い、試合時には 2 名までのベンチ入りを許可する。またコンディショニングスタッフやス

カウティングなどチーム活動遂行上必要な選手・スタッフはチームサポートメンバー(最大 13

名)として事前申請すれば会場入りを許可する(詳細な運用は別に規定する)。 

・出場選手の保護者などを対象としたチーム関係者のみの入場を認めた有観客大会におい

ては、観客席で最低 1m の距離を取ること、および動線運営上の安全性を考慮して会場毎に

人数制限を行う。ただし、原則的に出場大学関係者のみとして、各大学の感染対策責任者が

来場予定者リスト、および大会参加者同様の体調 check を行い(大学内にチーム関係者専用

の体調管理集計者を策定することは可)、COVID-19 対策チームへ提出すること。なお、入場

可能人数は感染拡大状況を勘案して COVID-19 対策チームが適宜決定する。 

・COVID-19 対策チーム宛ての連絡窓口を作成し、感染対策責任者からの大会参加可否な

どに関する質問を対応する。 

・大会参加大学の宿泊施設と移動に関しては以下に留意する(いずれも体調不良者が発生し

た場合に集団感染を少なくするための方策の一つである)。 
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① 宿泊部屋は個人利用が望ましい。 

② 移動に際しては、チーム専用バスの利用が望ましい。 

③ 各場面において人数制限を行い、集団行動を避けることが望ましい。 
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2) 試合会場への入場 

・選手、スタッフ、審判および大会役員と、それ以外（チーム関係者、報道関係者など）の

会場入場口は別として、会場内動線においても交わらないように会場設営を行うが、会場

の状況によっては入場口は同一とする場合もある。 

・入場可能時間は感染状況を考慮し各大学に連盟側から指示する。 

・入場受付は個別に行うが、各大学感染対策責任者は試合当日朝の、スタッフおよび選

手の報告を集計し、速やかにGoogle Formsを使用してCOVID-19対策チームに報告し、

受付時に申告内容に関して確認し署名する (図 5,7 参照) 

・入場受付時に密にならないような配慮をする。 

・顔認証システムを利用し入退場管理を行い、入場者全員の ID をリストと照合する  

・入場時非接触型体温計による検温を行う(入場制限に関する対応フローは図 7 参照)。 

・必要時、接触型体温計と問診票による確認を行う。 

・入口と出口は一方通行にする。 

・マスク不装着者へのマスクの予備は各チームが用意するが、状況によっては運営側から

提供する。ただし、その際には所属名と氏名を記録する。 

・受付担当運営スタッフは必要時フェイスシールドを着用する 

・可能であれば手指衛生用のアルコールを配備する 
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3) 更衣 (使用体育館のマニュアル・運用に応じて適宜変更する) 

・会場備え付けの更衣室は広さに従い一度に使用できる人数を指定する。 

男子: 試合前・・・有観客の場合には更衣室での更衣が望ましいが(可能であれば入場前

に最低限の着替えを済ませておくのが望ましい)、アップ会場などで公然に配慮した上で

の更衣を認める。無観客時には必要時観客席での更衣を可とする。 

    試合後・・・シャワーと併せて更衣室を使用する。 

女子: 更衣室を利用する。 

・使用時間は大学毎に設定する(各大学内で人数・時間の分配は一任する)。 

・審判の更衣室は別で設ける(困難であれば、同一であるが、その場合時間を指定)。 

・ミーティングは更衣室内で行わない。 

・必要であればテープアップスペースを提供する。 

 

4) アップエリア (ハーフタイムおよび試合直前アップを除く) 

・相手大学と動線が交わらないように設定する。 

・アップ開始時間を設定する 

・ダウンエリアと同じとなる場合には、ダウンを優先して時間調整をするが、アップ開始時

間を超過した場合には退場する。 

・アップ中はソーシャル・ディスタンスを保てる距離を提供する。 

・アップは息を上げる必要があるため、マスクの装着は必須としない。 

 

5) 試合開始～終了 

・更衣やアップ会場での時間設定や動線を考慮し各試合間は通常よりも長く設定し、十

分な移動時間を設ける (ベンチ拭き上げが終了した段階で次試合チームが移動する) 

・握手は行わない 

・ベンチは 1m 空けて着席する(そのためのベンチの増設は容認する) 

・コート上の選手および審判以外は原則的にマスクを装着する 

(ただし、交代直後でベンチに戻った選手は息が整うまで、ベンチ後方に設置したクール

ダウンエリアで過ごし、その後マスクを装着しベンチに移動する)  

・タイムアウト時は、ベンチメンバーはベンチ後ろに移動し、プレイヤーはベンチの利用を

推奨する（ベンチ前に立つ選手に関しては極力 1m の距離を保つ）。 

・選手交代時、タイムアウト時、ハーフタイム時、および各 Q 間には手指衛生を徹底する。 

・選手だけでなくスタッフも適宜行動の前後に手指衛生を行うこと。 

・試合中の声掛け（ベンチから含む）は、戦略上、もしくは選手の安全を守るための声であ

るため禁止しない。 

・ハーフタイムや試合間で可能であれば換気を行う(大きめの扇風機など) 

・試合終了後のベンチの拭き上げは、感染対策に十分留意し使用した大学が行う 
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(清拭者はマスク・手袋・フェイスシールド・ビニールエプロンを装着し、アルコールによる

拭き上げを十分に行う。なお着脱の前後に手指衛生を徹底すること) 

・TO はフェイスシールドを装着し、終了後は TO 席の消毒を行う。(手袋着用の上、手指

衛生を徹底すること) 

・フロアワイパーはフェイスシールドの装着は義務付けない。終了後は席とモップの消毒

を行う。(手袋着用の上、手指衛生を徹底すること) 

・エンドラインに設置してある報道関係者エリアは通常時よりも 2m 後方に設置する 

(各社間隔も十分なスペースをあける) 

・報道関係者席は別に設ける 

・観客席を利用している場合の観客席の拭き上げは、観客席の利用者全員がマスクを着

用していること（食事禁止）、手指衛生の徹底を義務付けていることから行わない。 

 

6) 試合終了後～帰宅 

・試合終了後 1 時間半までを目安に会場より退場する 

・シャワー利用時間を設定する(原則次試合ハーフタイムまで) 

・シャワーは少人数で使用、終了後は速やかに更衣室から出る。 

(出場時間により、シャワー・ダウン会場の使用についてはチーム毎に判断) 

・外傷障害予防としてダウンとアイシングに関しては充分に時間を設ける。 

・学生以外のスタッフ(監督・ヘッドコーチなど)は指定場所での自大学試合終了後の会場

内待機を認める。 

・スカウティング担当は 1 会場当たり 2 名/チームまで指定場所での待機・撮影を認める 

・試合終了後インタビューは ZOOM などを利用した web 開催とする 

 

7) その他 

・開会式・表彰式・閉会式は、その時点の情勢をみて、開催の有無および参加人数を

COVID-19 対策チームで検討し決定する 

・使用する体育館毎に選手・スタッフの動線を作成(原則的に 1 方向性の動線)。特にトイ

レはベンチ入り選手・スタッフ、審判、連盟運営スタッフと、それ以外の入場者と分ける。 

・運営スタッフ・来賓控室は人数を制限し、座席も密にならないように配置する 

・会場内での食事を原則禁止する。ただし、職種によって会場内で食事を行わなければ

ならない場合には食事専用スペースを提供する(会議室内などにパーテーションを利用し、

向かい合わないように、また同時に利用可能な人数を制限する)。 

・ボールや器材、施設備品の消毒は原則不要 （手指衛生を徹底すること） 

(特にボールは劣化を招く恐れがあるため推奨しない) 

株式会社モルテンのプレスリリース情報(2020 年 6 月 1 日) 

https://www.molten.co.jp/sports/jp/news/campaign/pdf/20200601.pdf 

about:blank
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③ 必要物品 

以上の対策を運営・各出場チームが徹底するための 1 会場当たりの必要物品の例を以下に示す。 

1) 手指衛生用アルコール（70%以上の濃度）: 原則的に各チーム用も主催者側が用意する 

                                 コートサイドに 2 つ(1 つは TO 席の傍) 

                                 可能であれば会場入り口に 1 つ 

2) 拭き上げ用アルコール除菌クロス: 上記アルコール+キッチンペーパーなどでも可 

3) ビニールエプロン 

4) 非ラテックス手袋: 拭き上げ時含めて、感染性のあるモノに触れる可能性がある際に使用 

5) 不織布マスク: 入口に 1 箱常備 

6) フェイスシールド（入口の受付および TO） 

7) 非接触型体温計 

8) 接触型体温計 
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